
（２）肝炎対策について 

 

 ① 肝炎対策全般について 

  

・肝炎対策の推進について 

国内最大級の感染症である肝炎については、肝炎対策基本法や肝炎対策基

本指針を踏まえ、肝がんや肝硬変といった重篤な疾患に移行する者を減少さ

せることを目標として、①肝疾患治療の促進、②肝炎ウイルス検査と重症化

予防の推進、③地域における肝疾患診療連携体制の強化、④国民に対する正

しい知識の普及啓発、⑤研究の推進の５本柱で肝炎総合対策を推進してい

る。 

各都道府県におかれては、同法や基本指針を踏まえ、数値目標を含んだ肝 

炎対策に関する計画等を策定した上で、管内市区町村、肝疾患診療連携拠点病

院などの医療機関、患者団体などと協力して肝炎対策を推進されるようお願い

したい。 

また、都道府県が設置する肝炎対策協議会については、平成 30 年度は全て

の都道府県で開催いただいている。各都道府県におかれては、引き続き定期的

に開催いただくようお願いしたい。 

このほか、肝炎対策における自治体の取組状況を把握するため、肝炎対策に

関する調査を毎年度実施している。各自治体にご協力をいただいた調査結果を

集計・整理し、昨年 12 月に開催された第 24 回肝炎対策推進協議会に報告し

た。関係資料については、厚生労働省のホームページに掲載し、公表している

ので、参照していただきたい。 

（URL: https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08387.html） 

各自治体におかれては、肝炎対策に関する調査を始めとして、今後も肝炎対

策に係る種々の依頼をさせていただく予定であり、その際にはご協力をお願い

したい。 

 

・令和２年度肝炎対策予算案について 

令和２年度の肝炎対策予算案については、肝炎対策を総合的に推進するた 

めに必要な予算として、約 173 億円を計上しており、昨年度予算とほぼ同額と

なっている。 

主な項目としては、 

・ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業に必要な経費として昨年度ほぼ同

額を計上、 

・ 初回精密検査について、新たに妊婦健診、手術前検査における陽性者を

助成対象とするために必要な経費を計上 

33



34



  している。 

引き続き、各自治体におかれては、新規・既存事業を含めた肝炎対策の推進

に必要な財源の確保について、特段のご配慮をお願いしたい。 
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② 肝炎治療特別促進事業（医療費助成）について 

 

本事業においては、Ｃ型ウイルス性肝炎の根治を目的として行われるインター

フェロン治療及びインターフェロンフリー治療や、Ｂ型ウイルス性肝炎に対して

行われるインターフェロン治療及び核酸アナログ製剤治療で保険適用になってい

るものを対象医療としており、当該治療を行うために必要となる初診料、再診

料、検査料、入院料等についても、医療費助成の対象としているところなので、

ご活用いただきたい。 

本事業による医療費助成については、対象者に対して医療機関からご説明をい

ただく等、周知をしていただいているところであるが、関係機関等とも連携し

て、引き続きの取組をお願いしたい。 
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③ 肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について 

 

肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業は、B 型・C型肝炎ウイルスによる肝がん・

重度肝硬変の特徴を踏まえ、患者の医療費の負担軽減を図りつつ、患者からの臨床

データを収集し、肝がん・重度肝硬変の治療研究を促進する事業である。 

本事業は、都道府県を実施主体として平成 30 年 12 月から開始しているが、事業

の利用が見込みを下回っている状況にある。 

助成を必要とする患者が円滑に事業を利用できるよう、下記について、引き続き

ご協力いただくようお願いする。 

 

 ・事業の周知について 

   本事業の利用促進を図るためには、事業の周知が重要であるため、関係機関と

も連携して、患者や医療機関等に対して引き続き事業の周知に取り組んでいただ

きたい。 

本年１月には、事業を周知するためのポスター及びリーフレットを作成・印刷

し、各都道府県に送付させていただいた。各都道府県におかれては、庁舎など関

係機関への掲示や、管内の指定医療機関を含めた肝炎医療に関わる幅広い医療機

関に本ポスター及びリーフレットを配布いただき、本事業の更なる周知にご協力

いただきたい。 

   なお、ポスター及びリーフレットについては、厚生労働省ホームページに電子

媒体を掲載しているので、ご活用いただきたい。 

(URL:https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenkou/kekkaku-
kansenshou/kanen/kangan/index.html ） 

 

 ・運用の弾力化について 

   「「肝がん・重度肝硬変治療研究促進事業について」の一部改正について」（令

和元年 12 月 16 日付け健発 1216 第１号）並びに「「肝がん・重度肝硬変治療研究

促進事業の実務上の取扱いについて」の一部改正について」（令和元年 12 月 16

日付け健肝発 1216 第１号）により、本年１月から、指定医療機関の確保を図り、

助成を必要とする患者が円滑に事業を利用できるよう、運用の弾力化を実施して

いる。具体的には、対象患者の認定（参加者証の交付）の要件となる３月の入院

について指定医療機関以外での医療機関での入院を可能とするものである。各都

道府県におかれては、運用の弾力化の着実な実施にご協力いただくようお願いす

る。 

 

 ・指定医療機関の確保について 

   本事業は、患者の入院医療費の負担軽減を図るものであり、助成を受けるには、

参加者証の取得に必要な臨床調査個人票の記載並びに医療費助成の対象となる

39



40



入院４月目の入院医療は各都道府県が指定する指定医療機関で行われる必要が

ある。入院記録票の確認時などに指定医療機関以外の医療機関で入院医療が行わ

れていることを都道府県が把握した段階で、当該医療機関に対して個別に指定の

働きかけを行っていただき、指定医療機関の確保を推進していただきたい。患者

が身近な地域で支援が受けられるよう可能な限り多くの医療機関の指定に向け、

引き続きご協力・ご尽力をいただくようお願いする。 

   また、各都道府県が指定医療機関を指定した際は、本事業の実務上の取扱いに

おいて厚生労働大臣に報告することとなっており、報告を受けた内容を肝炎医療

ナビゲーションシステム（https://kan-navi.ncgm.go.jp/index-s.html）に掲載

することとしている。指定医療機関の全国の情報が一覧となっているものであり、

各都道府県の指定状況としての取扱いとなっていることから、掲載されている情

報を随時確認していただき、指定を行った内容と異なる場合は速やかにご報告い

ただけるようお願いする。 

 

 ・実態把握と事業の見直しの検討について 

   厚生労働省においては、事業の実施状況や肝がん・重度肝硬変に係る医療の

状況などに関する実態調査を行っているところであり、その結果を踏まえ、必

要な見直しについて検討を行うこととし、年度内を目途に一定の方向性を出せ

ないか検討しているので、ご留意願いたい。 
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④ 肝炎ウイルス検査について 

 

ウイルス性肝炎は、感染してもほとんど自覚症状がないが、適切な治療を行わ

ないまま放置すると慢性化し、肝硬変、肝がんといった重篤な疾患に進行するお

それがあることから、肝炎ウイルス検査の受検を推進している。地方自治体を実

施主体とする肝炎ウイルス検査について、平成 29 年度の受検者数は B型・C型そ

れぞれ約 100 万人となっている。なお、平成 29 年度に行った「肝炎ウイルス感染

状況と感染後の長期経過に関する研究」（研究代表者：田中純子広島大学大学院医

歯薬保健学研究科疫学・疾病制御学教授）による国民の受検率調査では、B型肝炎

ウイルス検査で 71.0％、C型肝炎ウイルス検査で 61.6％と報告されている。 

都道府県・市町村においては、肝炎ウイルス検査受検の利便性を高める取組と

して、他検査・検診と同時に肝炎ウイルス検査を実施する、医療機関への委託検

査を実施する等の取組を行っていただいているが、引き続き、受検者の利便性の

高い検査体制の整備に取り組んでいただくようお願いしたい。 

また、健康増進事業で市町村が実施する検査については、厚生労働省におい

て、受検の個別勧奨を 40 歳以上の方に行っていただくことができるよう支援して

いるところであり、このような個別勧奨の取組を市町村で行っていただくととも

に、都道府県におかれては市町村への支援・働きかけをお願いしたい。 

さらに、肝炎ウイルス検査の更なる受検につなげるため、「知って、肝炎プロジ

ェクト」において、大使・スペシャルーサポーターによる知事・市長への表敬訪

問を行っており、今後、知事・市長への表敬訪問をお願いさせていただく際に

は、是非ご協力をいただきたい。 

職域での肝炎ウイルス検査の推進については、平成 29 年度よりウイルス性肝炎

患者等の重症化予防推進事業において職域検査促進事業を行っている。昨年度実

施の都道府県は 15、保健所設置市は 5となっており、未実施の都道府県等におか

れては、事業の実施についてご検討いただくようお願いしたい。福岡県や愛知県

においては、全国健康保険協会と連携し、受検勧奨のチラシを分かりやすくする

こと等により、職域における肝炎ウイルス検査受検者数・受検率の増加につなが

る取組を行っており、拠点病院間連絡協議会や肝炎対策地域ブロック戦略合同会

議で共有されている。このような取組も参考にしていただきたい。 
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⑤ ウイルス性肝炎患者等の重症化予防推進事業における初回精密検査・定期検査

費用助成等について 

 

初回精密検査費用助成については、平成 29 年度の受給者数（総数）が 1,026 人

となっているが、都道府県別の差異が見られる。各都道府県においては、引き続

き陽性者フォローアップの推進とともに、助成制度の更なる周知に取り組んでい

ただくようお願いしたい。 

また、定期検査費用助成については、平成 29 年度の受給者数（総数）が 2,121

人となっているが、都道府県別の差異も見られており、引き続き助成制度の更な

る周知に取り組んでいただくようお願いしたい。 

   令和２年度予算案では、新たに、妊婦健診、手術前検査における肝炎ウイルス

検査の陽性者を初回精密検査費用助成の対象とすることとしている。詳細につい

ては、検討中であるが、申請にあたって、肝炎ウイルス検査を受検したこと及び

陽性と判定されたことを確認する書類については、妊婦健診では母子健康手帳の

活用、手術前検査では診療明細書の活用を検討しているところである。今後、検

討・整理ができ次第、別途お示しするが、都道府県におかれては、事業の積極的

な実施をご検討いただきたい。 
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⑥ 肝疾患診療体制等について 

  

  ・肝疾患診療体制の整備について 

肝疾患診療体制については、「肝疾患に関する診療体制及び肝疾患患者に対

する支援体制の整備について」（平成 29 年 3 月 31 日健発 0331 第 8 号）の通知

等により、各都道府県において、良質かつ適切な肝炎医療が受けられるよう地

域の医療機関における肝炎を中心とする肝疾患診療の向上、均てん化を図るた

め、専門医療機関及び拠点病院を整備し、これらの機関を拠点として、かかり

つけ医との連携強化、地域の医療従事者の研修等の体制整備を進めていただい

ている。 

専門医療機関については、同通知で、①肝臓専門医等による診断と治療方針

の決定、②抗ウイルス療法の適切な実施、③肝がんの高危険群の同定と早期診

断の適切な実施を必要的要件とさせていただき、平成 31 年 3 月時点で、全国

で約 3000 の医療機関を選定いただいている。選定要件については、都道府県

ごとに設定、運用していただいており、都道府県のご尽力により平成 30 年度

は上記①～③の必要的要件のほか通知に定める任意的要件も含めた専門医療機

関の全ての要件を満たしている都道府県が増加しているが、引き続き専門医療

機関の全ての要件、特に上記①～③の必要的要件を満たしていただくようお願

いするとともに、通知にもあるように、選定時のみならず以後も要件を満たし

ているかを定期的に確認していただくようお願いしたい。 

また、拠点病院等においては、拠点病院等連絡協議会を開催していただいて

いるが、肝疾患診療連携体制の強化を図るため、引き続き定期的に開催してい

ただくようお願いしたい。 

 

・肝炎医療コーディネーターの養成について 

   地域や職域で肝炎に関する普及啓発や受検・受診勧奨、相談支援等を担っ

ていただく肝炎医療コーディネーターについては、平成 30 年度までに、医師

等の医療機関職員、職域の関係者や行政機関職員など多くの職種で合計

16,543 名を養成いただいており、今年度までに全ての都道府県で養成いただ

いている。今後は、肝炎医療コーディネーターの質の担保、効果的な活動事

例の集約などに取り組んでいきたいと考えているので、引き続きご協力をよ

ろしくお願いしたい。 

また、「肝炎ウイルス検査受検から受診、受療に至る肝炎対策の効果検証と

拡充に関する研究」（研究代表者：江口有一郎 佐賀大学医学部附属病院肝疾患

センター特任教授・センター長）において、肝炎医療コーディネーターの活

動・養成に関する支援資材が作成されており、下記ＵＲＬから各種資材のダウ

ンロードが可能であるので、ご活用いただきたい。（URL: https://kan-co.net) 
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⑦ 肝炎総合対策推進国民運動事業について 

 

・肝炎ウイルス検査等の普及啓発の取組について 

   「知って、肝炎プロジェクト」における肝炎ウイルス検査等の普及啓発の取

組については、各自治体の皆様のご協力をいただき、知事・市長への表敬訪問

等を進めるとともに、都道府県の１つを集中広報県として、様々な啓発の取組

を集中的に実施してきた。来年度も引き続き実施する予定であるので、各自治

体におかれては、今後、表敬訪問や集中広報県をお願いさせていただく際には、

是非ご協力をいただきたい。 

    また、「知って、肝炎プロジェクト」においては、各自治体が行う住民向け

の健康関連啓発イベントとの連携を次年度からモデル的に進めていきたいと

考えており、あらためてご連絡させていただくので、ご検討をお願いしたい。 

 

  ・「知って、肝炎プロモーター」の応募について 

   「知って、肝炎プロジェクト」では、一昨年から、全国で養成されている

肝炎医療コーディネーターの中から本プロジェクトに賛同し、従来の肝炎医

療コーディネーターとしての活動に加え、「知って、肝炎プロジェクト」の情

報発信と、肝炎医療コーディネーターの更なる PR を行う「知って、肝炎プロ

モーター」を募集している。登録いただいた方へは、「知って、肝炎プロモー

ター」の活動のための資材の提供を行うとともに、その活動を「知って、肝

炎プロジェクト」のホームページで PR させていただくこととしているので、

本制度に積極的に応募いただけるよう、都道府県内の肝炎医療コーディネー

ターに対して、引き続き周知をお願いしたい。 
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⑧ Ｂ型肝炎給付金制度の周知・広報について 

 

Ｂ型肝炎訴訟については、平成 23 年６月に国と原告団、弁護団との間で締結さ

れた「基本合意書」及び平成 24 年１月に施行された「特定Ｂ型肝炎ウイルス感染者

給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、和解手続及び給付金等の支給が行わ

れている。 

給付金を受けるためには、令和４年１月 12 日までに提訴していただく必要があ

り、本給付金の対象者は推計 40 万人以上とされているが、令和元年 12 月末時点ま

での本給付金に係る提訴者数は約７万４千人となっている。 

厚生労働省としては、できるだけ多くの対象者が救済されるよう、本給付金につ

いて、引き続き広く国民に周知を図っていくとともに、肝疾患治療の現場において

もＢ型肝炎患者・感染者に対する周知が一層進むよう取り組んでいる。 

今年度においても、本給付金制度の更なる周知を目的として、ポスター及びリー

フレットを各都道府県、保健所設置市及び特別区に配布するので、以下のとおり、

それらを活用した本給付金制度の周知にご協力いただくようお願いする。 

 

１ 都道府県においては、ポスター・リーフレットを管内の市町村、保健所、その

他の公共施設等に送付し、庁舎内や出先機関等での掲示、配布を依頼いただくと

ともに、都道府県、保健所設置市及び特別区においては、ポスター・リーフレッ

トの庁舎内や保健所、出先機関、公共施設等での掲示、配布や広報誌等へ掲載を

するなど、様々な機会を通じて本給付金制度の広報に取り組んでいただくようお

願いする。 

 

２ 都道府県、保健所設置市及び特別区においては、肝炎検査の陽性者フォローア

ップ事業の実施や、肝疾患患者に対する医療費助成等の機会を捉えて、管内の保

健所等において、以下のような取組を実施いただくよう、併せてお願いする。 

① 肝炎検査の陽性者フォローアップ事業の実施や医療費助成の手続きなどの 

際に、Ｂ型肝炎患者・感染者に対してリーフレットを直接配布すること 

② Ｂ型肝炎患者への医療費助成のための申請書や受給者証の郵送の際に、リー

フレットを同封すること。 

③ 都道府県においては、管内の市町村が肝炎検査の陽性者フォローアップ事業

を実施する際、①と同様の取組を行うよう、市町村に依頼すること。 

なお、無症候性キャリア（除斥期間経過）の方には、給付金 50 万円に加え、毎

年、定期検査費等が支払われるとともに、その後、Ｂ型肝炎ウイルスに起因して

病態が進展した場合には、提訴によらず、社会保険診療報酬支払基金に直接請求

して、追加給付金を受けることも可能となるので、周知の取組へのご協力をお願

いしたい。 
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３ 本給付金を受けるには、国を被告として提訴していただき、裁判所の仲介の下、

和解協議を行うことが必要となる。 

このような提訴の手続きや提訴に必要な書類について分かりやすく説明するた

め、厚生労働省では、Ｂ型肝炎訴訟相談窓口を設置するとともに、「Ｂ型肝炎訴

訟の手引き」などをホームページに掲載しているので、問い合わせがあった際に

ご紹介いただくなど、適宜ご活用いただきたい。 

 

Ｂ型肝炎訴訟相談窓口：０３－３５９５－２２５２ 

厚生労働省ホームページ「Ｂ型肝炎訴訟について」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/kenko

u/b-kanen/index.html 
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